
改訂の趣旨又は理由

1.1　適用範囲

省略の追加

省略の整理

管工事仕様書の無償提供が無いため削除

協議を書面とするもの

1）特記仕様書（事業課） 1）特記仕様書（事業課）

2）標準仕様書-土木工事標準仕様書-（愛知県建設部） 2）標準仕様書-土木工事標準仕様書-（愛知県建設局） 仕様書名称の整理

3）水道工事標準仕様書【設備工事編】2010（日本水道協会） 3）水道工事標準仕様書【設備工事編】2010（日本水道協会）

4）機械・電気設備工事標準仕様書（豊田市上下水道局） 4）機電仕様書-機械・電気設備工事標準仕様書（豊田市上下水道局） 　　〃

5）水道管工事標準仕様書（豊田市上下水道局） 5）管工事仕様書-水道管工事標準仕様書（豊田市上下水道局） 　　〃

6）その他基準となるもの　　　　　　　　　　　　　　　　※（発行元） 6）その他基準となるもの　　　　　　　　　　　　　　※（発行元）

協議を書面とするもの

(4) 省略 (4) 省略

新設

局の規程等の整備により新設

1.2　用語の定義 新設 (1) 監督員 監督要領に基づき適宜を追加

(2) 専任監督員 　　　〃

(3) 主任監督員 　　　〃

(4) 総括監督員 　　　〃

※(5)～（20）標準仕様書に準拠

（21）連絡

　なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

※(22）標準仕様書に準拠

新設 (23) 書面

電子メール活用の開始に伴い記載を追加

愛知県と取扱いが異なるため、明記

※(24)～(26) 標準仕様書に準拠

　本仕様書で規定されている監督員とは、専任監督員、主任監督員、総括監
督員を総称していう。請負者には主として専任監督員が対応する。

　専任監督員とは、豊田市上下水道局公共工事監督要領（以下、「監督　要
領」という。）第６条（１）専任監督員に規定する業務を行う者をいう。

　主任監督員とは、監督要領第６条（２）主任監督員に規定する業務を行う
者をいう。

　書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、発行
年月日を記載し、記名又は押印したものを有効とする。なお、記名において
は氏名を併記せず、氏又は名を記すだけでも有効とする。ただし、電子メー
ル等電子媒体を用いて報告等を行ったものについては、記名又は押印がなく
ても有効とする。

　総括監督員とは、監督要領第６条（３）総括監督員に規定する業務を行う
者をいう。

　連絡とは、監督員と請負者または現場代理人の間で、契約書第１８条に該
当しない事項、または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミ
リ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。

(1) 本機械・電気設備工事標準仕様書（以下、「機電仕様書」という。）
は、豊田市上下水道局（以下、「局」という。）が発注する機械設備工事
及び電気設備工事等に適用するものとして、統一的な解釈及び適正な検査
を図るとともに、その他必要な事項を定めるものとする。

(2) 本工事の施工にあたっては、契約書及び設計図書（特記仕様書を含む）
による他、「機電仕様書」、「水道管工事標準仕様書」（以下、「管工事仕
様書」という。）、「土木工事標準仕様書（愛知県建設局監修）」（以下、
「標準仕様書」という。）等に準拠すること。なお、「管工事仕様書」につ
いては、当局が発注する工事全般について記載されており、無償提供してい
るので、事前に取得し内容を確認しておくこと。また、上記のいずれにもよ
り難い場合、又は相違が有る場合は、監督員と書面により協議し決定する。
　また、特記仕様書、図面、又は標準仕様書の間に相違がある場合、原則と
して特記仕様書を優先とする。以下に優先順位を記載する。これにより難い
場合は、監督員と書面により協議する。

(3) 本仕様書、設計図書等に疑義の有る場合は、監督員と協議し適切な措置
を施すこと。

(3) 本仕様書、設計図書等に疑義が有る場合は、監督員にその内容を書面に
より協議し、適切な措置を施すこと。

(5) 請負者は、本工事の施工にあたっては、豊田市上下水道局工事監督規
程、豊田市上下水道局公共工事監督要領及び豊田市上下水道局工事検査規程
に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第１８条に定める建設工事の請
負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、請負
者はこれら監督、検査（完了検査、既済部分検査）にあたっては、地方自治
法施行令第１６７条の１５に基づくものであることを認識しなければならな
い

項目

Ⅰ　総則

　１　一般事項

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

(1) 本機械・電気設備工事標準仕様書（以下「機電仕様書」という。）は、
豊田市上下水道局が発注する機械設備工事及び電気設備工事等に適用するも
のとして、統一的な解釈及び適正な検査を図るとともに、その他必要な事項
を定めるものとする。

(2) 本工事の施工にあたっては、契約書及び設計図書（特記仕様書を含む）
による他、「機械・電気設備工事標準仕様書」、「水道管工事標準仕様書」
（以下「標準仕様書」という。）、「土木工事標準仕様書」（愛知県建設部
監修）等に準拠すること。なお、「標準仕様書」については、当局が発注す
る工事全般について記載されており、無償提供しているので、事前に取得し
内容を確認しておくこと。また、上記のいずれにもより難い場合又は相違が
有る場合は、監督員との協議により決定する。
　また、特記仕様書、図面又は標準仕様書の間に相違がある場合、原則とし
て特記仕様書を優先とする。以下に優先順位を記載する。これにより難い場
合は、監督員と協議する。

改訂前 改訂後
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

1.2　用語の定義 約款の条数が県と異なるため、追記

　　　〃

根拠規定整備に基づき記載を追加

※(30)～(41) 標準仕様書に準拠

準拠規格の明記

標準仕様書に準拠し、追記

1.3　法令等の遵守 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

法令の省略及び引用箇所の明記

報告を書面とするもの

1.4　官公署等への諸手続き 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

1.5　コリンズ登録 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

実情⇒実績　字句の錯誤修正

1) 受注時：契約後10日以内 1) 受注時：契約後10日以内

2) 変更時：変更の事実があった日から10日以内 2) 変更時：変更の事実があった日から10日以内

3) 完成時：工事完成後10日以内 3) 完成時：工事完成後10日以内

登録内容の確認方法の変更を反映

完成時の登録の内容を明記

1.6　個人情報の取扱い及び 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

　　情報セキュリティ 提出するものが書類であることを明記

(3) 請負者は、完成時に作成する工事実績情報としての「登録のためのお願
い」は最終契約変更の内容を登録しなければならない。

　工事の契約において、個人情報の取扱い及び情報セキュリティの確保に関
する特記事項が有る場合、受注者は、この特記事項に基づき、監督員に提出
すること。

　工事の契約において、個人情報の取扱い及び情報セキュリティの確保に関
する特記事項が有る場合、請負者は、この特記事項に基づき、監督員に必要
とされる書類を提出すること。

　ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。また、変更時と完成
時の期間が10日間に満たない場合は、変更時の登録を省略することができ
る。

　ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。また、変更時と完成
時の期間が10日間に満たない場合は、変更時の登録を省略することができ
る。

(2) 受注者は、工事実績を登録後、登録機関から発行された「登録内容確認
書」を速やかに監督員に提示しなければならない。

(2) 監督員は、請負者が工事実績を登録後、登録機関から発信された登録確
認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認する。また、請負者は
検査時に検査員から請求があった場合は提示しなければならない。

(1) 受注者は、工事を施工する際に必要と思われる関係官公署等への諸手続
きについて、漏れの無いよう確認しなければならない。

(2) 受注者は、工事を施工する際に必要な関係官公署等への諸手続きについ
て、必要書類を取りまとめから諸手続きまでの一切を行うこと。なお、これ
らに掛かる費用は、受注者の負担とする。

(2) 請負者は、工事を施工する際に必要な関係官公署等への諸手続きにつ
いて、必要書類の取りまとめから諸手続きまでの一切を行うこと。なお、
これらに掛かる費用は、請負者の負担とする。

(1) 請負者は、工事を施工する際に必要と思われる関係官公署等への諸手続
きについて、漏れの無いよう確認しなければならない。

(1) 受注者は、受注時または変更時において請負代金額が500万円以上の建
設工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・
変更・完成・訂正時に工事実情情報として「登録内容確認のためのお願い」
を作成し、監督員へ提出し確認を受けた後、指定された期日までに登録する
こと。なお、工事実績を登録する期日等については、登録機関に確認するこ
とが望ましいが、参考として以下に示す。

(1) 請負者は、受注時または変更時において請負代金額が500万円以上の建
設工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受
注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録内容確認のためのお願
い」を作成し、監督員へ登録機関からメール発信し確認を受けた後、指定さ
れた期日までに登録すること。なお、工事実績を登録する期日等について
は、登録機関に確認することが望ましいが、参考として以下に示す。

Ⅰ　総則

　１　一般事項

(2) 当該工事の図面、計画、仕様等が前項の法令等に照らし不適当であるこ
と又は矛盾していることが判明した場合、受注者は監督員へ報告すること。

(2) 当該工事の図面、計画、仕様等が前項の法令等に照らし不適当であるこ
と、又は矛盾していることが判明した場合、請負者は監督員へ書面により報
告すること。

(1) 請負者は、工事の施工に当たり、適用を受ける法令、条例、規則、通
達、指針等（以下「法令等」という）を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
なお、主な法令等については標準仕様書の第１編総則 第１章総則 第１節総
則の1-1-42第１項に示す法令とするが、（80）愛知県財務規則については、
「豊田市水道事業及び下水道事業会計規程」と読み替える。また、その運用
及び適用は請負者の責任において行うこと。

(1) 受注者は、工事の施工に当たり、適用を受ける法令、条例、規則、通
達、指針等（以下「法令等」という）を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
なお、主な法令等を以下に示す。また、その運用及び適用は受注者の責任に
おいて行うこと。
　水道法、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、労働者災
害補償保険法、健康保険法、中小企業退職金共済法、建設労働者の雇用の改
善等に関する法律、道路法、道路交通法、道路運送法、環境基本法、大気汚
染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、建設工事に係る資材
の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例、石綿障
害予防規則、愛知県産業廃棄物税条例、国等による環境物品等の調達の推進
に関する法律（グリーン購入法）、文化財保護法、電気事業法、消防法、建
築基準法、火薬類取締法、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防
止等に関する特別措置法

(43) 準備期間とは、工事開始日から本体工事、又は仮設工事の着手までの
期間をいう。

(42) ＪＩＳ規格とは日本産業規格、ＪＥＭ規格とは日本電機工業会規格、
ＪＷＷＡ規格とは日本水道協会規格をいう。

(29) 検査員とは、豊田市上下水道局工事検査規程に基づき、工事検査及び
中間検査を行うために発注者が定めた者をいう。

(28) 中間検査とは、契約約款第３２条に基づき行うものをいい、請負代金
の支払いを伴うものではない。

(27) 工事検査とは、検査員が豊田市工事請負契約約款（以下、「契約約
款」という。）第３３条、第３９条、第４０条に基づいて給付の完了の確認
を行うことをいう。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

1.7　特許権等 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

契約約款　仕様書中、字句の統一

1.8　設計図書の照査等 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

データ提供方法の明記

字句の錯誤修正

提出部数等の修正

確認結果の通知期限等を明記

契約金額変更について明記

1.9　工事着手 新設 工事着手について明記

2.1　仮設備 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

字句の修正

字句の修正

(4) 省略 (4) 省略

2.2　仮用地 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

請負者の責任明記

請負者の責任明記

　また、請負者は、事前にその旨を監督員に書面により報告すること。 報告を書面とするもの

2.2　仮用地 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

字句の修正

目的外使用の禁止

(3) 施設内で使用した仮用地は、監督員からの指示が有る場合を除き、原
則として工期内に原状復旧しなければならない。なお、ここで言う原状復旧
とは、当該用地使用後に使用前の状態に戻っていることを監督員が認めた場
合とする。従って、当該用地及びその周辺において、既設物の毀損が認めら
れた場合は、使用前の状況写真等で確認できない限り、請負者の責任にお
いて復旧しなければならない。

(3) 施設内で使用した仮用地は、監督員からの指示が有る場合を除き、原則
として工期内に原状復旧しなければならない。なお、ここで言う原状復旧と
は、当該用地使用後に使用前の状態に戻っていることを監督員が認めた場合
とする。従って、当該用地及びその周辺において、既設物の毀損が認められ
た場合は、使用前の状況写真等で確認できない限り、受注者の責任において
復旧することとなるので注意すること。
(4) 受注者は、施工に先立ち、上記仮設備及び仮用地の場所、規模、数量等
を「施工計画書」に明示すること。

(4) 請負者は、施工に先立ち、上記仮設備及び仮用地の場所、規模、数量等
を「施工計画書」に明示すること。

(5) 請負者は、提供を受けた用地を工事用仮設備等の用地以外の目的に使用
してはならない。

(1) 受注者は、仮設備に必要な用地を施設内で確保する場合、監督員の許可
を受けることにより施設内の用地を無償で使用することができる。

(1) 請負者は、仮設備等に必要な用地を施設内で確保する場合、監督員の許
可を受けることにより施設内の用地を無償で使用することができる。この場
合において、請負者は善良なる管理者の注意をもって当該用地を維持・管
理するものとする。

(2) 請負者は、当局用地以外で必要な用地を確保する場合は、請負者の責任
において土地を確保し、当該土地等の使用による苦情又は紛争が生じないよ
うに努め、万が一苦情又は紛争が生じた場合も請負者の責任において対処
しなければならない。

(2) 受注者は、当局用地以外で必要な用地を確保する場合、受注者の責任に
おいてその一切を行うこと。ただし、受注者は、事前にその旨を監督員に報
告すること。

(5) 前項の場合において設計図書の訂正、又は変更が行われた場合におい
て、必要あるときは工期若しくは契約金額を変更する。

　請負者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合に
は、その期日までに工事着手しなければならない。

　２　仮設計画

(3) 仮設備に必要な水道水は、必要最小限の範囲内で当局から支給できるこ
ととするが、賃貸料、電気料金等のその他一切の費用は、受注者の負担とす
る。

(3) 仮設備に必要な水道水は、必要最小限の範囲内で当局から支給できるこ
ととするが、賃貸料、電気料金等のその他一切の費用は、請負者の負担と
する。

(2) 請負者は、現場事務所等に備える事務機器、事務用品、電話等の備品を
必要に応じて設けること。

(1) 請負者は、本工事が円滑に進捗できるよう、現場事務所、作業員詰所、
仮設便所、資材置場、仮設機械等の仮設備を必要に応じて設置すること。

(1) 受注者は、本工事が円滑に進捗できるよう、現場事務所、作業員詰所、
仮設便所、資材置場、仮設機械等の仮設備を必要に応じて設置すること。

(2) 受注者は、現場事務所等に備える事務機器、事務用品、電話等の備品を
必要に応じて設けること。

(2) 受注者は、工事現場着手前に、現場と設計図書との相違、設計図書にお
ける図面と設計書との相違等の設計照査を確実に実施し、その結果を「設計
照査結果報告書」として監督員に2部提出しなければならない。（契約約款
第18条関連）

(3) 上記の設計照査は、工事に支障が出ないようすることが主な目的である
ため、受注者の責務として確実に実施すること。

(4) 上記の設計照査結果より、確認された事項については、監督員との協議
によりその対応を決定するものとする。

(2) 請負者は、工事現場着手前に、現場と設計図書との相違、設計図書にお
ける図面と設計書との相違等の設計照査を確実に実施し、その結果を「設計
照査結果報告書」により監督員に提出する。（契約約款第１８条関連）

(3) 上記の設計照査は、工事に支障が出ないようにすることが主な目的であ
るため、請負者の責務として確実に実施すること。

(4) 上記の設計照査結果より、請負者より確認を請求された事項について
監督員はただちに請負者の立会いのうえ調査を実施し、調査の終了後１４
日以内にその結果を請負者に通知する。この場合において、必要あるとき
は設計図書の訂正又は変更を行う。

受注者は、「特許権等の使用」について、本工事における使用材料、施工方
法等を十分に確認し、逸脱の無いよう努めること。（「豊田市工事請負契約
約款」（以下、「契約約款」という）第８条関連）

請負者は、「特許権等の使用」について、本工事における使用材料、施工方
法等を十分に確認し、逸脱の無いよう努めること。（「豊田市工事請負契約
約款」（以下、「契約約款」という）第８条関連）

(1) 請負者は、当局で保有する関連図書、図面等を、監督員が認めた範囲に
おいて、無償で借用できるものとする。また、設計図（CAD）等の電子デー
タを借用する場合は、請負者が用意したUSBメモリ等の記憶媒体を利用して
行う。のていじにより無償で提供できるものとする。

(1) 受注者は、当局で保有する関連図書、図面等を、監督員が認めた範囲に
おいて、無償で借用できるものとする。また、設計図のCADデータは、USBメ
モリ等の記憶媒体のていじにより無償で提供できるものとする。

Ⅰ　総則

　１　一般事項
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.1　施工計画 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

部数等の訂正

受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

省略項目の変更

1) 工事概要 　削除 標準仕様書等に準拠し削除

2) 実施工程表 1) 実施工程表

3) 現場組織表 2) 現場組織表

4) 安全管理 3) 安全管理

5) 指定機械 4) 指定機械

6) 主要資材 5) 主要資材

7) 施工方法 6) 施工方法

8) 施工管理計画 7) 施工管理計画

9) 緊急時の体制及び対応 8) 緊急時の体制及び対応

10)交通管理 9)交通管理

11)環境対策 10)環境対策

12)現場作業環境の整備 11)現場作業環境の整備

13)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 12)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

14)その他：添付資料（※）等 13)その他：添付資料（※）等

標準仕様書等に準拠し削除

標準仕様書に準拠し追加

現場責任者の場合の取扱いを追加

(4) 工事を施工する日時は、施設管理上、下記を原則とする。 (4) 工事を施工する日時は、施設管理上、下記を原則とする。

1) 施工日：土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く日 1) 施工日：土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く日

2) 施工時間：8：30～17：00 2) 施工時間：8：30～17：00

標準仕様書に準拠し、修正

3.2　施工体制 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

提出部数等の修正

字句の修正

字句の修正(3) 請負者は、「標準仕様書」に基づき、公衆の見やすい場所に工事案内板
を掲示すること。なお、工事案内板の記入事項については、監督員と事前に
協議することとする。

(3) 受注者は、「標準仕様書」に基づき、公衆の見やすい場所に工事案内板
を掲示すること。なお、工事案内板の記入事項については、監督員と事前に
協議することとする。

(1) 請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通
省令による所定の様式に基づき記載し作成した「施工体制台帳」を現場に備
えるとともに、その写しを監督員に１部提出しなければならない。

(1) 受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通
省令による所定の様式に基づき記載し作成した「施工体制台帳」を現場に備
えるとともに、その写しを監督員に１部提出しなければならない。

(2) 受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、国土交
通省令に従って、各下受注者の施工の分担関係を表示した施工体系図を所定
の様式（参考）により作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲
げるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。

(2) 請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、国土交
通省令に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を所定
の様式（参考）により作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に
掲げるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。

　なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比が
わかりやすいように記述することとする。ただし、詳細になりすぎないよう
に留意する。

　なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比が
わかりやすいように記述することとする。ただし、詳細になりすぎないよう
に留意する。

(3) 請負者は、工事の施工の際、「施工計画書」に記載した「実施工程表」
に基づき工程管理を行い、工事の遅滞が無いよう努めること。また、前月末
までの工事進捗状況について記載した「実施工程表」により毎月５日までに
監督員に報告し、確認を受けること。

(3) 受注者は、工事の施工の際、「施工計画書」に記載した「実施工程表」
に基づき工程管理を行い、工事の遅滞が無いよう努めること。また、工事進
捗状況について記載した「実施工程表」を毎月５日までに監督員に提出し、
確認を受けること。

　従って、受注者は、これに準じた施工計画を立てること。ただし、施工上
やむを得ない理由により上記日時によることが困難な場合、事前に監督員に
書面により通知し、承諾を得ること。と協議すること。

　従って、受注者は、これに準じた施工計画を立てること。ただし、施工上
やむを得ない理由により上記日時によることが困難な場合、監督員と協議す
ること。

(1) 請負者は、工事着手前、又は施工方法が確定した時期までに工事目的物
を完成させるために必要な手順、工法等の施工計画について監督員と綿密な
協議を行うとともに、これらを記載した「施工計画書」を監督員へ2部提出
し、承諾を得ること。

(1) 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成させるために必要な手順、工
法等の施工計画について監督員と綿密な協議を行うとともに、これらを記載
した「施工計画書」を監督員へ2部提出し、承認を得ること。

(2) 「施工計画書」に記載する内容は、以下を標準とする。ただし、契約金
額が3,500万円未満の工事及び単価契約工事については、設計図書（特記仕
様書等）に示す場合を除き、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略す
ることできる。省略できる項目は、2)、4)、5)、10)、11)とする。

(2) 「施工計画書」に記載する内容は、以下を標準とする。ただし、契約金
額が2,500万円未満の工事及び単価契約工事については、監督員の承諾を得
て記載内容の一部を省略することできる。初略できる項目は、3)、5)、6)、
7)、8)、11)、12)とする。

※添付資料：産業廃棄物・残土処理管理計画書、廃棄物処理委託契約書（写
し）、収集運搬・処理業者の許可書（写し）、特定建設作業実施届（写
し）、労災保険証書（写し）、組立保険証書（写し）、立会・段階確認・施
工状況把握計画等、監督員が必要と認めるもの

※添付資料：産業廃棄物・残土処理管理計画書、廃棄物処理委託契約書（写
し）、収集運搬・処理業者の許可書（写し）、特定建設作業実施届（写
し）、労災保険証書（写し）、組立保険証書（写し）、立会・段階確認・施
工状況把握計画等、監督員が必要と認めるもの

「実施工程表」による報告は、請負金額500万円未満の場合における現場
責任者を設置した場合は不要とする。

　３　施工
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.2　施工体制

1) 建設業の許可票（建設業法及び建設業法施行規則に準拠） 全ての階層必要を明記

2) 労災保険関係成立票 2) 労災保険関係成立票

3) 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識（対象工事の場合） 3) 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識

現場掲示の注意事項を追加

4) 建設リサイクル法届出済証（同法が適用される場合） 4) 建設リサイクル法届出済証（同法が適用される場合）

5) 大気汚染防止法等関する掲示（事前調査における石綿の有無） 現地掲示必要項目の追加

6) 施工体系図 　　〃

7) 緊急時の連絡表 　　〃

8) 作業主任者の氏名一覧表 　　〃

9) 再下請負通知書の提出案内 　　〃

5) その他、関係法令により掲示すべきもの 10) その他、関係法令により掲示すべきもの

3.3　施工管理

Ⅰ　総則で省略の記載あり

受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

打合せ簿の処理・回答手順の明記

受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

標準仕様書に準拠し、立会削除

3.4　施工管理計画 監理技術者補佐、主任技術者を想定し修正

字句の修正

字句の修正

監理技術者補佐、主任技術者を想定し修正

字句の修正

(2) 施工計画書は、関連工事および当局施設の運転管理作業等その他必要事
項について、関連機関および監督員と連絡調整のうえ、工事内容及び工事現
場の状況に十分即したものを、本仕様書等この要領に準拠して作成する。

(3) 仮設、搬入、搬出、停電、断水、養生、機能増設および切替え等が当局
施設の運転管理作業等に監理技術者は、当該工事の施工管理を掌握し、常に
監督員と連絡をとり、的確な管理が受注者の自主性の下に行われるようにし
なければならない。

(3) 仮設、搬入、搬出、停電、断水、養生、機能増設および切替え等が当局
施設の運転管理作業等に監理技術者等は、当該工事の施工管理を掌握し、常
に監督員と連絡をとり、的確な管理が請負者の自主性の下に行われるように
しなければならない。

(3) 受注者は、工事期間中において、工事資材、建設機械等が施設運用の妨
げにならないよう留意すること。また、工事が休日、夜間等で休工となる時
は、事前に現場の点検を行い災害、事故等の対策を講じること。

(3) 請負者は、工事期間中において、工事資材、建設機械等が施設運用の妨
げにならないよう留意すること。また、工事が休日、夜間等で休工となる時
は、事前に現場の点検を行い災害、事故等の対策を講じること。

(2) 工事施工の際は、既存建物、設備等の既存物を毀損しないように注意
し、必要に応じて仮柵やビニールシート等によって適切な養生を行うこと。
万一、既設物を毀損した場合は、監督員の指示に従い速やかに復旧するこ
と。

(2) 工事施工の際は、既存建物、設備等の既存物を毀損しないように注意
し、必要に応じて仮柵やビニールシート等によって適切な養生を行うこと。
万一、既設物を毀損した場合は、監督員の指示に従い速やかに復旧するこ
と。

(1) 施設の出入口、施設内盤類等の鍵が必要な場合は、発注者にて貸与する
ので、「借用願い」を添えて申し込むこと。ただし、建物の出入口の鍵は、
豊田市上下水道局職員が原則として開閉するので、その都度連絡すること。
なお、借用した鍵は、受注者が責任を持って管理するものとし、下請業者等
に貸与してはならない。

(1) 施設の出入口、施設内盤類等の鍵が必要な場合は、発注者にて貸与する
ので、「借用願い」を添えて申し込むこと。ただし、建物の出入口の鍵は、
豊田市上下水道局職員が原則として開閉するので、その都度連絡すること。
　なお、借用した鍵は、請負者が責任を持って管理するものとし、下請業者
等に貸与してはならない。

(4) 請負者は、工事内容の変更、追加等について監督員と打合せを行う必要
が生じた場合、指定様式による「工事打合簿」を作成し監督員に提出し、た
上で打合せを行う。こととする。ただし、やむを得ず緊急に打合せを行う必
要が生じた場合は、口頭のみによる打合せを認めるでもよいとするが、打合
せ後、直ちに「工事打合簿」を提出すること。なお、「工事打合簿」の提出
は２部とし、管工事仕様書10-26の処理・回答手順により事務処理を行う。

(6) 請負者は、施工の状況把握、出来形管理等の段階確認が必要な場合、
「立会・段階確認・施工状況把握報告書」にて監督員に申し出ること。これ
に基づき、監督員が立会いの有無、日時等を指示することとする。なお、出
来形管理に関する立会いを行う場合、請負者は、「出来形管理表」、「出来
形図」等、監督員が指示する書類を事前に提出すること。

(6) 受注者は、施工の状況把握、出来形管理等の立会いが必要な場合、「立
会・段階確認・施工状況把握報告書」にて監督員に申し出ること。これに基
づき、監督員が立会いの有無、日時等を指示することとする。なお、出来形
管理に関する立会いを行う場合、受注者は、「出来形管理表」、「出来形
図」等、監督員が指示する書類を事前に提出すること。

(5) 受注者は、「標準仕様書」に基づき施工の出来形管理を行わなければな
らない。なお、この出来形管理基準については、測定項目、規格値、測定基
準等の必要事項を「施工計画書」に明記し、監督員の承認を得ることとす
る。

(5) 請負者は、「標準仕様書」に基づき施工の出来形管理を行わなければな
らない。なお、この出来形管理基準については、測定項目、規格値、測定
基準等の必要事項を「施工計画書」に明記し、現場着手前に監督員の承諾
を得ることとする。

(4) 受注者は、工事内容の変更、追加等について監督員と打合せを行う必要
が生じた場合、指定様式による「工事打合簿」を作成し監督員に提出した上
で打合せを行うこととする。ただし、やむを得ず緊急に打合せを行う必要が
生じた場合は、口頭のみによる打合せでもよいとするが、打合せ後、直ちに
「工事打合簿」を提出すること。なお、「工事打合簿」の提出は2部とし、
監督員の確認を受けること。

(1) 監理技術者は、当該工事の施工管理を掌握し、常に監督員と連絡をと
り、的確な管理が受注者の自主性の下に行われるようにしなければならな
い。

(1) 監理技術者等は、当該工事の施工管理を掌握し、常に監督員と連絡をと
り、的確な管理が請負者の自主性の下に行われるようにしなければならな
い。

(2) 施工計画書は、関連工事および当局施設の運転管理作業等その他必要事
項について、関連機関および監督員と連絡調整のうえ、工事内容および工事
現場の状況に十分即したものを、この要領に準拠して作成する。

(4) 請負者は、「標準仕様書」に基づき、公衆の見やすい場所に以下のもの
を掲示すること。

(4) 受注者は、「標準仕様書」に基づき、公衆の見やすい場所に以下のもの
を掲示すること。

　（元請業者が同共済制度に加入している場合は、証紙の購入の有無に
　　かかわらず掲示が必要）

1) 建設業の許可票（建設業法及び建設業法施行規則に準拠し、元請業
者のみ掲示）

Ⅰ　総則

　３　施工
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.4　施工管理計画

監督員の承諾必要を明記

字句の修正等

監督員の承諾期限を明記

監督員の承諾手続きを明記

3.5　写真管理と電子納品 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

1) 工事写真の方法は、デジタルカメラによる撮影を標準とし、
　有効画素数200万画素程度とする。

1) 工事写真の方法は、デジタルカメラによる撮影を標準とし、
有効画素数１００万画素程度とする。 画素数の錯誤修正

2) 完成時において不可視となる箇所の写真は、形状寸法、数量
　がわかるように注意して撮影すること。

2) 完成時において不可視となる箇所の写真は、形状寸法、数量
　がわかるように注意して撮影すること。

3) 工事着手前と工事完成後の写真は、工事内容を対比できるよ
　うに同方向、同位置から撮影するよう努めること。

3) 工事着手前と工事完成後の写真は、工事内容を対比でき
　るように同方向、同位置から撮影するよう努めること。

4) 工事写真には、写真内容を記した小黒板を原則として右下前
　方に入れて撮影すること。

4) 工事写真には、写真内容を記した小黒板を原則として右下前
　方に入れて撮影すること。（電子小黒板を利用する場合は、
　小黒板に記載した内容が確認できる適切な位置に配置する。）

電子小黒板の取扱いを追記

5) アップ撮影等により小黒板を入れることができない、又は、
　小黒板の記述が判読困難な工事写真は、工事写真帳に説明文
　を追記すること。

5) アップ撮影等により小黒板を入れることができない、又は、
　小黒板の記述が判読困難な工事写真は、工事写真帳に説明文
　を追記すること。

(2) 豊田市電子納品ガイドライン及び豊田市デジタル写真管理情報基準に基
づき、電子納品の対象となる工事（原則として契約金額500万円以上）の工
事写真については、CD-R、DVD-R等の電子媒体により提出するものとする。
但し、特別な理由により電子納品ができない場合は、別途監督員と協議して
紙媒体とすることができる。

(2) 豊田市電子納品ガイドライン及び豊田市デジタル写真管理情報基準に基
づき、電子納品の対象となる工事（原則として契約金額５００万円以上）
の工事写真については、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の電子媒体により提出する
ものとする。

ただし、特別な理由により電子納品ができない場合は、別途監督員と協議
して紙媒体とすることができる。

3.6　環境に配慮した施工 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

県条例の追加

　また、受注者は、受理された届出書の写しを監督員に提出すること。 　また、請負者は、受理された届出書の写しを監督員に提出すること。

省略の追加

2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 省略の追加

3) 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例 3) 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例

4) その他、関係法令等 4) その他、関係法令等

Ⅰ　総則

　３　施工

(7) 受注者は、現場見取図を作成し、「現場平面図、作業区域図（作業ス
ペースを含む。）」を図面等で詳細に説明を行う。

(7) 請負者は、現場施工前に現場見取図、現場平面図、作業区域図（作業ス
ペースを含む。）等を作成し、監督員に詳細に説明を行い、承諾を得る。

(1) 受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工
事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を写真
管理基準（愛知県建設部「土木工事標準仕様書」を参照）に準じて撮影する
こと。以下に写真管理において、特に留意することを示す。

(1) 請負者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工
事完成後に明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を標
準仕様書の写真管理基準に準じて撮影すること。以下に写真管理において、
特に留意することを示す。

(4) 提出期限は、原則として、現場着手1ヵ月前とする。なお、記載内容の
訂正又は追加する場合は、当該事項の施工前にその部分を提出する。

(4) 提出期限は、原則として、現場着手1ヵ月前とする。なお、記載内容の
訂正又は追加する場合は、当該事項の施工前にその部分を提出し、監督員の
承諾を得る。

(5) 具体的な作業要領書（仮設、搬入、搬出、停電、断水、機能増設、切替
えおよび試験等）は、現地工事提出期限は、原則として、現場着手1ヵ月前
とする。なお、記載内容の訂正又は追加する場合は、当該事項の施工前にそ
の部分を提出する。

(5) 具体的な作業要領書（仮設、搬入、搬出、停電、断水、機能増設、切
替え及び試験等）の提出期限は、現地工事提出期限は、原則として、現場
着手1ヵ月前とする。なお、記載内容の訂正又は追加する場合は、当該事項
の施工前にその部分を提出し、監督員の承諾を得る。
(6) 請負者は、施工計画書のうち、品質管理計画に係る部分については、現
場施工前までに監督員の承諾を受けなければならない。

(6) 受注者は、施工計画書のうち、品質管理計画に係る部分については、監
督員の承諾を受けなければならない。

(1) 請負者は、「公共工事における環境配慮指針」に準拠し、自ら率先して
環境に配慮した施工に心掛けること。なお、この指針は、豊田市ホームペー
ジにて閲覧できる。

(2) 請負者は、工事において特定建設作業が有る場合は、「騒音規制法」、
「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関する条例（愛知県）」等の
関係法令等に従い、作業日の７日前までに「特定建設作業実施届出書」を
市環境保全課、又は作業を行う地域を所管する支所（藤岡、小原、旭、足
助、稲武、下山のいずれか1か所）に届け出ること。なお、この届出書の様
式は、豊田市ホームページにて閲覧できる。

(1) 受注者は、「公共工事における環境配慮指針」に準拠し、自ら率先して
環境に配慮した施工に心掛けること。なお、この指針は、豊田市ホームペー
ジにて閲覧できる。

(2) 受注者は、工事において特定建設作業の有る場合は、「騒音規制法」、
「振動規制法」等の関係法令等に従い、作業日の7日前までに「特定建設作
業実施届出書」を市環境保全課に届け出ること。なお、この届出書の様式
は、豊田市ホームページにて閲覧できる。

(3) 受注者は、工事の施工に伴い発生する廃棄物及び再生資源（以下、「建
設副産物」という）の処理について、以下の法令等を遵守すること。

(3) 請負者は、工事の施工に伴い発生する廃棄物及び再生資源（以下、「建
設副産物」という）の処理について、以下の法令等を遵守すること。

1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（通称「建設
　リサイクル法、対象工事の場合）

1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下、「建設
　リサイクル法」という。）　※ 対象工事の場合

2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」
　という。）
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.6　環境に配慮した施工

取扱いの錯誤修正

CREDAS⇒COBRISの修正

受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

根拠法令の明記

3.7　施工の創意工夫 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

4.1　使用材料の規格、基準等 (1) 工事で配管材料を使用する場合は、当局承認材料の使用を原則とする。 (1) 工事で配管材料を使用する場合は、当局承認材料の使用を原則とする。 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

字句の修正

協議⇒承諾　字句の修正

承認⇒承諾　字句の修正

字句の修正

(6) 受注者は、材料の品質管理等における段階確認を書面にて監督員に申し
出ること。これに基づき、監督員が段階確認の有無、日時等を指示すること
とする。なお、段階確認を行う場合、受注者は、「品質管理表」等、監督員
が指示する書類を事前に提出すること。

(3) 請負者は、使用材料において上記(1)、(2)に適合しない材料を使用する
場合、事前に事由を明記した「工事打合簿」及び使用材料の仕様、品質等が
わかる資料を監督員に提出し承諾を得る協議すること。

(4) 請負者は、「標準仕様書」に基づき、使用材料の品質管理を行わなけれ
ばならない。なお、この品質管理基準については、試験方法、規格値、試験
基準等の必要事項を「施工計画書」に明記し、現場施工前に監督員の承諾承
認を得ることとする。
(5) 請負者は、(2)に基づく規格品を使用する場合、納入時に規格を示す
マーク、ラベル等の写真を撮影し、撮りに整理すること。

(6) 請負者は、材料の品質管理等における段階確認を書面にて監督員に申し
出ること。これに基づき、監督員が段階確認の有無、日時等を指示すること
とする。なお、段階確認を行う場合、受注者は、「品質管理表」等、監督
員が指示する書類を事前に提出すること。

　４　使用材料

(2) 工事で使用する当局承認以外の材料は、日本工業規格（ＪＩＳ）、日本
水道協会規格（ＪＷＷＡ）、日本農業規格（ＪＡＳ）又はその他「標準仕様
書」に示す第三者認証機関規格の材料を原則とする。

(2) 工事で使用する当局承認材料以外の材料は、日本工業規格（ＪＩＳ）、
日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）、日本農業規格（ＪＡＳ）又はその他「標準
仕様書」に示す第三者認証機関規格の材料を原則とする。

(3) 受注者は、使用材料において上記(1)、(2)に適合しない材料を使用する
場合、事前に事由を明記した「工事打合簿」及び使用材料の仕様、品質等が
わかる資料を監督員に提出し協議すること。

(4) 受注者は、「標準仕様書」に基づき、使用材料の品質管理を行わなけれ
ばならない。なお、この品質管理基準については、試験方法、規格値、試験
基準等の必要事項を「施工計画書」に明記し、監督員の承認を得ることとす
る。
(5) 受注者は、(2)に基づく規格品を使用する場合、納入時に規格を示す
マーク、ラベル等の写真を撮りに整理すること。

(1) 請負者は、工事の施工において、設計図書等に明記してある事項であっ
ても、必要に応じて施工方法等の改善に関する積極的な取り組みや提案に努
めること。

(1) 受注者は、工事の施工において、設計図書等に明記してある事項であっ
ても、必要に応じて施工方法等の改善に関する積極的な取り組みや提案に努
めること。

(2) 受注者は、工事の施工において、施工管理、品質向上等に関する創意工
夫に努めること。

(3) 受注者は、上記(1)、(2)において、事前に監督員と設計変更を含めた協
議を行い、承諾を得ること。

(3) 請負者は、上記(1)、(2)において、事前に監督員と設計変更を含めた協
議を行い、承諾を得ること。

(2) 請負者は、工事の施工において、施工管理、品質向上等に関する創意工
夫に努めること。

(7) 請負者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物を産業廃棄物として処
理する場合は、マニフェスト制度を活用した適正処理に努めること。ま
た、建設副産物を有価物（再資源）として処理する場合は、相手方の再利用
方法を確認した後、適正に処理されることが証明できる物品受領書等の書類
を受領すること。なお、請負者は、これらマニフェスト又は物品受領書等の
書類の写しを監督員に提示し、確認を受けること。

(7) 受注者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物を産業廃棄物として処
理する場合は、マニフェスト制度を活用した適正処理に努めること。また、
建設副産物を有価物（再資源）として処理する場合は、相手方の再利用方法
を確認した後、適正に処理されることが証明できる物品受領書等の書類を受
領すること。なお、受注者は、これらマニフェスト又は物品受領書等の書類
の写しを監督員に提示し、確認を受けること。

(6) 請負者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物の収集運搬及び処理を
委託する場合、廃棄物処理法に基づく委託契約を締結するとともに、「廃棄
物処理委託先チェックシート」により、許可内容、運搬・処理施設等の確
認を行うこと。

(6) 受注者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物の収集運搬及び処理を
委託する場合、委託契約を締結するとともに、「廃棄物処理委託先チェック
シート」により、許可内容、運搬・処理施設等の確認を行うこと。

　なお、この書類の作成については、国土交通省のリサイクルに関するホー
ムページにおける「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」によ
ることとする。

(5) 受注者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物の処理において、排出
事業者としての責任と自覚を持って、適正な現場内分別、収集運搬及び処理
を行うこと。

(5) 請負者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物の処理において、排出
事業者としての責任と自覚を持って、適正な現場内分別、収集運搬及び処理
を行うこと。

Ⅰ　総則

　３　施工

(4) 請負者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物について、可能な限り
再資源化に努めるとともに、工事に使用する材料等について再生資源の利用
の促進に努めること。また、請負金額が１００万円以上の工事が「建設リサ
イクル法」に該当する場合、又は工事の施工に伴い発生する建設副産物を産
業廃棄物として処理しようとする場合は、現場着手前に「再生資源利用計画
書・再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に添付して監督員に１
部提出し、確認を受けること。さらに、工事完成時には「再生資源利用実施
書・再生資源利用促進実施書」を作成し、完成図書として監督員に提出する
こと。

(4) 受注者は、工事の施工に伴い発生する建設副産物について、可能な限り
再資源化に努めること。また、工事が「建設リサイクル法」に該当する場合
又は工事の施工に伴い発生する建設副産物を産業廃棄物として処理しようと
する場合は、「再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書」を作成し、
監督員に１部提出すること。なお、この書類の作成については、国土交通省
のリサイクルに関するホームページにおける「建設リサイクルデータ統合シ
ステム（ＣＲＥＤＡＳ入力システム）」によることとする。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

4.2　使用材料の調達 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

(2) 受注者は、工事で使用する材料全てについて、「工事用使用材料一覧
表」に材料名、規格、納入業者、製造業者等の必要事項を記入するととも
に、材料の品質、規格等が確認できる「納入仕様書」、カタログ等の資料
（「品質規格に関する資料」）を添付し、監督員に２部以上提出すること。
ただし、当局承認材料の場合は、「品質規格に関する資料」の提出を省略す
ることができる。

(2) 請負者は、工事で使用する材料全てについて、「工事用使用材料一覧
表」に材料名、規格、納入業者、製造業者等の必要事項を記入するととも
に、材料の品質、規格等が確認できる「納入仕様書」、カタログ等の資料
（「品質規格に関する資料」）を添付し、現場施工前に監督員に２部以上提
出すること。ただし、当局承認材料の場合は、「品質規格に関する資料」
の提出を省略することができる。

提出時期の明記
提出部数の修正

(3) 受注者は、上記(2)で提出された「工事用使用材料一覧表」及び「品質
規格に関する資料」が当局において承認された後、当該材料を使用すること
ができる。

(3) 請負者は、上記(2)で提出された「工事用使用材料一覧表」及び「品質
規格に関する資料」が監督員に承諾当局において承認された後、当該材料を
調達使用することができる。

承諾者を局⇒監督員に修正

(4) 受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリー
ン購入法）」、「公共工事における環境配慮指針」（豊田市）等に準拠し、
環境負荷の少ない材料の使用に努めること。

(4) 請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリー
ン購入法）」、「公共工事における環境配慮指針（豊田市）」等に準拠し、
環境負荷の少ない材料の使用に努めること。

字句の修正

(5) 受注者は、工事目的物及び工事使用材料（支給材料を含む）において、
火災、落雷等の不測又は突発的な事故が生じた場合に適用される「組立保
険」に加入するとともに、この事実を証明する書類の写しを「施工計画書」
に添付すること。（契約約款第50条関連）

(5) 請負者は、工事目的物及び工事使用材料（支給材料を含む）において、
火災、落雷等の不測又は突発的な事故が生じた場合に適用される「組立保
険」に加入するとともに、この事実を証明する書類の写しを「施工計画書」
に添付すること。（契約約款第５７条関連）

契約約款条数の錯誤修正

4.3　予備品、添付品等 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

(2) 受注者は、機器等の使用材料について、｢取扱説明書」が必要な場合、
監督員に３部提出すること。また、受注者は、監督員がこれらについての現
場説明を要求した場合、必要な資料を配布の上、行うこと。

(2) 請負者は、機器等の使用材料について、｢取扱説明書」が必要な場合、
監督員に３部提出すること。また、請負者は、監督員がこれらについての現
場説明を要求した場合、必要な資料を配布の上、行うこと。

字句の修正

(3) 工事において、鍵を設ける場合は、鍵の形状、番号等について監督員と
の協議により決定することとする。

(3) 工事において、鍵を設ける場合は、鍵の形状、番号等について監督員
との協議により決定することとする。

5.1　安全管理 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

(2) 受注者は、工事における安全管理体制として、「労働安全衛生法」に基
づき安全委員会を設置しなければならない。

(2) 請負者は、工事における安全管理体制として、「労働安全衛生法」に基
づき安全委員会を設置しなければならない。（常時５０人以上の労働者を使
用する場合）

安全委員会の設置要件明記

(3) 受注者は、安全管理について、その具体的な方策と体制を「施工計画
書」に明示すること。

(3) 請負者は、安全管理について、その具体的な方策と体制を「施工計画
書」に明示すること。

(4) 受注者は、本工事の施工に際し現場に則した安全教育、訓練等につい
て、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、
下記の項目から実施内容を選択し安全教育、訓練等を実施しなければならな
い。

(4) 請負者は、本工事の施工に際し現場に則した安全教育、訓練等につい
て、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当
て、下記の項目から実施内容を選択し、安全教育、訓練等を実施しなけれ
ばならない。

1) 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育 1) 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育

2) 本工事内容の周知徹底 2) 本工事内容の周知徹底

3) 安全に関する関係法令等の周知徹底 3) 安全に関する関係法令等の周知徹底

4) 本工事における災害対策訓練 4) 本工事における災害対策訓練

5) 本工事現場で予測される事故対策 5) 本工事現場で予測される事故対策

6) その他、安全教育、訓練等として必要な事項 6) その他、安全教育、訓練等として必要な事項

(5) 受注者は、安全教育、訓練等の実施状況を工事日報等に記録すること。 (5) 請負者は、安全教育、訓練等の実施状況を工事記録等に記録すること。 日報⇒記録　字句の修正

(6) 受注者は、施工中の現場において万一災害又は事故が発生した場合、人
命及び安全の確保を最優先し応急処置を施すこと。次に「施工計画書」に定
める緊急連絡系統図等に従い、直ちに監督員及び関係機関に連絡すること。

(6) 請負者は、施工中の現場において万一災害又は事故が発生した場合、人
命及び安全の確保を最優先し応急処置を施すこと。次にまた、「施工計画
書」に定める緊急連絡系統図等に従い、直ちに監督員及び関係機関に連絡す
ること。

字句の修正

(7) 受注者は、本工事において適用される労災保険に加入するとともに、こ
の事実を証明する書類の写しを「施工計画書」に添付すること。

(7) 請負者は、本工事において適用される労災保険に加入するとともに、こ
の事実を証明する書類の写しを「施工計画書」に添付すること。 施工計画書添付不要のため、削除

Ⅰ　総則

　４　使用材料

(1) 受注者は、使用材料について、「標準仕様書」等に基づき、必要数の予
備品及び添付品を備えなければならない。なお、その種類、内容について
は、監督員との協議により決定することとする。

(1) 請負者は、使用材料について、「標準仕様書」等に基づき、必要数の予
備品及び添付品を備えなければならない。なお、その種類、内容について
は、監督員との協議により決定することとする。

　５　安全衛生管理

(1) 請負者は、工事における労働災害を未然に防ぐため、「労働安全衛生
法」等の関係法令等に基づき安全管理を徹底しなければならない。

(1) 受注者は、工事における労働災害を未然に防ぐため、「労働安全衛生
法」等の関係法令等に基づき安全管理を徹底しなければならない。

(1) 受注者は、設計図書に基づく材料について、市場調査等を行い設計図書
等に準じた最適な材料を選定し、調達しなければならない。

(1) 請負者は、設計図書に基づく材料について、市場調査等を行い設計図書
等に準じた最適な材料を選定し、調達しなければならない。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

5.2　衛生管理 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

(2) 受注者は、工事における衛生管理体制として、「労働安全衛生法」に基
づき衛生委員会を設置しなければならない。

(2) 請負者は、工事における衛生管理体制として、「労働安全衛生法」に基
づき衛生委員会を設置しなければならない。（常時５０人以上の労働者を使
用する場合）

衛生委員会の設置要件明記

(3) 受注者は、衛生管理について、その具体的な方策と体制を「施工計画
書」に明示すること。

(3) 請負者は、衛生管理について、その具体的な方策と体制を「施工計画
書」に明示すること。

(4) 受注者は、水道法22条「衛生上の措置」の規定に基づき、施設内へ立ち
入る工事関係者全員についての身分（日付、立ち入り者氏名、会社名、立ち
入り目的等）を明示した「立入記録簿」を作成し、現場に備え付けておくこ
と。なお、「立入記録簿」は、毎月1回（翌月5日までに）、監督員に１部提
出すること。

(4) 請負者は、水道法２２条「衛生上の措置」の規定に基づき、施設内へ立
ち入る工事関係者全員についての身分等（日付、立ち入り者氏名、会社
名、立ち入り目的等）を明示した「立入記録簿」を作成し、現場に備え付
けておくこと。なお、「立入記録簿」は、毎月１回（翌月５日までに）、
監督員に１部提出すること。

(5) 受注者は、工事に関わる作業員が飲料水に直接触れる部分に立ち入る場
合、水道法第21条「健康診断」の規定に基づき、検便による細菌培養検査
（3項目：赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ157）の結果が陰性で
あることを確認すること。なお、この試験検査成績書の有効期間は、検査日
から６か月以内とし、監督員にその試験検査成績書の写しを1部提出するこ
と。

(5) 請負者は、工事に関わる作業員が飲料水に直接触れる部分に立ち入る
場合、水道法第２１条「健康診断」の規定に基づき、検便による細菌培養
検査（３項目：赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７）の結
果が陰性であることを確認すること。なお、この試験検査成績書の有効期
間は、検査日から６か月以内とし、監督員にその試験検査成績書の写し
を、当該作業員が現場に立ち入る前までに１部提出すること。

提出期限明記

契約約款条数の錯誤修正

6.1　請負者の検査体制

検査の種類により記載を修正

　1) 完成検査（契約約款第３３条）

　工事が完成したときに行う検査。

　2) 指定部分完成検査（契約約款第４０条）

　工事の完成に先立って、引渡しを受けるべきことを指定した部分があ
る場合において、当該指定部分の工事が完了したときに行う検査をい
う。

　3) 既済部分検査（契約約款第３９条）

　部分払、履行遅滞部分の確認、契約の解除等を行うため、工事の出来
形に対して行う検査をいう。

　4) 中間検査（契約約款第３２条）

　工事完成後においては、出来形の確認が困難な場合、又は工事の適正
な技術的施工を確保するために必要な場合において、工事施工途中に行
う検査をいう。

　5) 査察

　検査員が、適正な完成検査の執行を期するために必要に応じ工事現場
を視察し、進捗状況、施工技術等工事の実態について調査、把握及び指
導することをいう。

  (2) 請負者は、工事検査を受ける際には現場代理人又は主任技術者（監理
技術者）を立会せる。また、特殊工法などの工事を下請負に付する場合など
は当該工事の技術的な内容について説明が可能な当該特殊該工法に精通した
専門技術者を立会せるものとする。

検査の立会者を明記

(2) 受注者は、契約約款の規定に基づき、工事完成後直ちに「完成届」を１
部提出し、工事完成検査を受けなければならない。

  (3) 請負者は、契約約款第３３条第１項の規定に基づき、工事完成後（指
定部分完成検査の場合は、指定部分完成後）直ちに工事完成届（指定部分完
成検査の場合は、工事指定部分完成届）を提出し、工事完成検査（指定部分
完成検査）を受けなければならない。

契約約款条数を明記
指定部分完成検査の記載を追加

新設   (4) 請負者は、契約約款第３９条の規定に基づき、部分払いを請求する場
合は、工事既済部分検査願を監督員に提出し、既済部分検査を受けなければ
ならない。

契約約款条数を明記
既済部分検査の記載を追加

(1) 受注者は、契約約款の規定に基づき、工事既済部分の部分払いを請求す
る場合は、「工事既済部分検査願」を１部提出し、当局による検査を受けな
ければならない。

(1) 工事検査には、豊田市上下水道局工事検査規程（以下、「検査規程」と
いう。）第２条に定める以下の種類がある。

(1) 請負者は、工事において、「水道法」、「労働安全衛生法」等の関係法
令等に基づき、衛生上必要な措置を講じなければならない。

(1) 受注者は、工事において、「水道法」、「労働安全衛生法」等の関係法
令等に基づき、衛生上必要な措置を講じなければならない。

Ⅰ　総則

　６　工事検査と引渡し

工事検査と引渡しについては、以下の点に留意すること。（契約約款第
31,32条関連）

工事検査と引渡しについては、次項以降に留意すること。（契約約款第３
２、３３、３４、３５、３９、４０、４２条関連）
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

(3) 受注者は、当局又は監督員から検査の要請があった場合、検査を受けな
ければならない。想定される検査は、施工途中における工事中間検査、施工
の出来形確認のための工事出来形検査、工事用使用材料、機器等を検査する
工事資材検査、受注者の同意を得て当局が部分使用を行うための工事部分使
用検査等である。

削除 当局からの要請検査等の記載削除

(4) 受注者は、上記(1)から(3)までの検査に先立ち、社内検査を実施し、こ
の結果及び補正内容を記載した「社内検査実施報告書」を監督員に１部提出
しなければならない。

(5) 請負者は、上記(1)から(4)までの検査に先立ち、社内検査を実施し、こ
の結果及び補正内容を記載した社内検査実施報告書を監督員に１部提出しな
ければならない。

号数の修正

(5)受注者は、上記(1)から(3)までの検査を受けるために必要な書類を準備
しなければならない。なお、必要な書類は、「8　提出書類」を参照のこ
と。

(6) 請負者は、上記(1)から(4)までの検査を受けるために必要な書類を完成
届（指定部分完成検査の場合は指定部分完成届、既済部分検査の場合は既済
部分検査願）提出前までに準備しなければならない。なお、必要な書類は、
「8　提出書類」を参照のこと。

号数の修正
指定部分完成検査の記載を追加

(6)受注者は、検査を受けるために、現場にて必要な機材、用具等を準備し
なければならない。

(7) 請負者は、検査を受けるために、現場にて必要な機材、用具等を準備し
なければならない。

字句の修正

6.2　監督員による検査等 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

下検査の検査員を明記

(2) 受注者は、工事完成時において、監督員による検査を受け、指摘事項の
補正が完了したとき、工事完成とすることができる。

(2) 請負者は、工事完成時において、監督員による前号の検査を受け、によ
る指摘事項の補正が完了したとき、工事完成とすることができる。 字句の修正

6.3　検査後の措置

検査規程整備により取り扱いを修正

6.4　引渡し

指定部分検査等の取扱いを明記

引渡し日を検査結果確定日に修正

7.1　契約不適合責任 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

契約約款条数の修正

(2) 受注者は、上記(1)において補正が完了した場合、当局が指定する期日
までに再検査に合格しなければならない。

(2) 請負者は、上記(1)において補正が完了した場合、当局が指定する期日
までに再検査に合格しなければならない。 字句の修正

7.2　保証 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

瑕疵担保期間については、民法改正により記載を削除

1) 工事において施工した全面防水部分及び全面屋根葺き部分（改修も含
む）－保証期間10年

1) 工事において施工した全面防水部分及び全面屋根葺き部分（改修も含
む）－保証期間１０年

2) 製造業者が保証する機器、製品等－製造業者が指定する保証期間 2) 製造業者が保証する機器、製品等－製造業者が指定する保証期間

3) 責任施工により保証するもの－施工業者が指定する保証期間 3) 責任施工により保証するもの－施工業者が指定する保証期間

4) その他、品質上保証する必要が有るもの 4) その他、品質上保証する必要が有るもの

(2)　省略 (2)　省略

(1) 受注者は、契約約款に定められたかし担保期間に関わらず、品質上、保
証期間を定めるものについては、引渡しの際、監督員に「保証書」を１部提
出すること。なお、保証の対象及びその保証期間は、次のとおりとするが、
監督員が認めた場合はこの限りでない。

(1) 請負者は、契約約款に定められたかし担保期間に関わらず、品質上、保
証期間を定めるものについては、引渡しの際、監督員に「保証書」を１部提
出すること。なお、保証の対象及びその保証期間は、次のとおりとするが、
監督員が認めた場合はこの限りでない。

　当局が行う検査に際して、不良品の取替、補正等の指示があった場合は、
指定期日までに速やかに対処し、再検査を受けなければならない。なお、こ
れに掛かる一切の費用は、すべて受注者が負担すること。

　検査員が行う検査に際して、検査規程第７条に基づき不良品の取替、補正
等の指示があった場合は、指定期日までに速やかに対処し、同規程第１０条
により修補完成検査（指定部分完成検査の場合は、修補指定部分完成検査）
を受けなければならない。なお、これに掛かる一切の費用は、すべて請負者
が負担すること。

　工事目的物の引渡しは、工事完成検査（指定部分完成検査の場合は、指定
部分完成検査、修補がある場合は、修補完成検査、修補指定部分完成検査）
の検査結果確定日をもって行うこととする。

　工事目的物の引渡しは、工事完成検査の合格通知日をもって行うこととす
る。

　７　契約不適合責任と保証

(1) 受注者は、引渡し完了後、指定された期限内に施工上の不備、納入機器
の不良等による不具合が発生した場合、自らの負担において補正しなければ
ならない。(契約約款第41条関連)

(1) 請負者は、引渡し完了後、指定された期限内に施工上の不備、納入機器
の不良等による不具合が発生した場合、自らの負担において補正しなければ
ならない。(契約約款第４２条関連)

(1) 請負者は、「3　施工」に施工の出来形管理、材料の品質管理等におけ
る監督員による段階確認の他、「6.1　受注者の検査体制」に掲げる工事検
査前において、主任監督員又は総括監督員による下検査を受けなければなら
ない。

(1) 受注者は、「3　施工」に施工の出来形管理、材料の品質管理等におけ
る監督員による段階確認の他、「6.1　受注者の検査体制」に掲げる検査前
において、監督員による事前検査を受けなければならない。

Ⅰ　総則

　６　工事検査と引渡し
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

8.1　契約時の提出書類

契約保証金納入済み通知書の追加

契約担当の明記

随意契約免除の記載追加

変更契約必要の明記

CREDAS⇒COBRIS　記載修正

8.2　着手時の提出書類

監理技術者の要件の金額修正

押印不要を明記

技術者資格を証する書面提出を明記

兼務届の取扱いを追加

工程表の提出要件を明記

　８　提出書類

　受注者は、事前に提出書類を十分確認し、遅滞無く、かつ、漏れの無いよ
う書類を提出すること。ただし、監督員から指示があった場合は、これに従
うこととする。

　請負者は、事前に提出書類を十分確認し、遅滞無く、かつ、漏れの無いよ
う書類を提出すること。ただし、監督員から指示があった場合は、これに従
うこととする。

Ⅰ　総則
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

8.2　着手時の提出書類

取扱いの修正を反映

取扱いの修正を反映

資料⇒書類　字句の修正

確認事項がある場合の手続きを明記

提出手続きを明記

労災保険証書不要のため削除

CREDAS⇒COBRIS　記載修正

提出要件を明記

取扱いの修正

立会い報告書不要のため削除

理由書提出要件を明記

　８　提出書類

Ⅰ　総則
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

8.2　着手時の提出書類

仮用地を追加

地目が農地の場合の対応を明記

旧町村部の対応を明記

各種許可必要を明記

完成時の提出に変更

作業主任者の選任必要を明記

添付書類不要に変更のため

提出必要のため明記

一覧表と資料の取扱いを明記

名簿⇒一覧に様式改正のため

押印不要を明記

字句の修正

取扱いの明記

8.3　中間時の提出書類

提出要件を明記

Ⅰ　総則

　８　提出書類
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

8.3　中間時の提出書類

取扱いの修正を反映

取扱いの修正を反映

取扱いの修正を反映

取扱いの修正を反映

CREDAS⇒COBRIS　記載修正

字句の修正

字句の修正

監督員の承諾必要を明記

提出時期の記載修正、押印不要を明記

提示要件を明記

提示要件を明記

Ⅰ　総則

　８　提出書類

字句の修正

立会報告書不要のため、削除

出来形数量記載方法の明記
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

8.3　中間時の提出書類 字句の修正

指定部分検査の取扱い追加

中間前払い請求要件の追記

8.4　完成時の提出書類

押印不要を明記

取扱いの修正を反映

CREDAS⇒COBRIS　記載修正

D票提示不要のため、削除

字句の修正

記載の修正

Ⅰ　総則

　８　提出書類

支出負担行為決議書は請負業者の作成するものでは無いた
め、記載の削除

伝票が無い場合の取扱いを明記

記載の修正
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

8.4　完成時の提出書類

実績に毎月の監督員確認不要

字句の修正

字句の修正

当初⇒完成時に変更

Ⅰ　総則

　８　提出書類
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

8.4　完成時の提出書類

9 　完成図書の作成方法

完成年月のルールを明記

発注者、受注者名記載ルールを明記

Ⅰ　総則

　８　提出書類

完成時のCREDASデータはCOBRISシステム移行により不要の
ため、記載の削除
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

4.3　希釈設備 5.　冷却器はプレート式とし、接液部材質は次のとおりとする。 5.　冷却器はプレート式とし、接液部材質は次のとおりとする。

JIS G4304若しくはG4305 SUS304 又は同等品
JIS G4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）若しくはG4305（冷間圧延
ステンレス鋼板及び鋼帯） SUS304 又は同等品

JIS規格名を追記

12.2　配管材料

12.2.1　主配管 省略規定により、字句の修正

12.2.2　小口径配管等

JIS規格名称錯誤修正

JIS規格名称錯誤修正

規格にないため、削除

主配管（取水、導水、送水、配水、表洗、逆洗等のための配管で、浄水、原
水又は浄水処理過程の水を流すためのもの）の管種及びその規格、仕様は管
工事仕様書による。

主配管（取水、導水、送水、配水、表洗、逆洗等のための配管で、浄水、原
水又は浄水処理過程の水を流すためのもの）の管種及びその規格、仕様は
「水道管工事標準仕様書」による。

Ⅱ　機械設備工事編

　４　薬品注入設備

　12　配管・弁類
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

12.2　配管材料

12.2.2　小口径配管等

JIS規格名称錯誤修正

JIS規格名称錯誤修正

JIS規格名称錯誤修正

JIS規格名称錯誤修正

規格にないため削除

Ⅱ　機械設備工事編

　12　配管・弁類

JIS規格名称錯誤修正

規格番号無いため削除

規格番号錯誤修正
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

12.3　配管継手、接合

JIS規格番号無いため、削除

JPF規格番号無いため、削除

JPF番号錯誤修正

JPF番号錯誤修正

Ⅱ　機械設備工事編

　12　配管・弁類
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

12.3　配管継手、接合

JIS規格名称錯誤修正

JIS規格番号・名称錯誤修正

JIS規格名称錯誤修正

JWWA規格に無いため、削除

JWWA規格名称錯誤修正

12.3.1　配管付属 規格名称の修正

2.減圧弁（水用）

3.伸縮管継手（鋼管用） 　鋼管用伸縮管継手は、次によるものとし、種類は特記による。 　鋼管用伸縮管継手は、次によるものとし、種類は特記による。

　ベローズ形は、JISB2352（ベローズ形伸縮管継手）に規定するフランジ形
で、ベローズ及び接液部は、JISG4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）
によるSUS304L又はSUS316Lとする

　ベローズ形は、JISB2352（ベローズ形伸縮管継手）に規定するフランジ
形で、ベローズ及び接液部は、JISG4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼
帯）によるSUS304L又はSUS316Lとする

　本継手は、管の伸縮に対して漏れがなく、作動確実なものとし、複式のも
のは十分な強度をもつ固定台を有するものとする。

　本継手は、管の伸縮に対して漏れがなく、作動確実なものとし、複式の
ものは十分な強度をもつ固定台を有するものとする。

　スリーブ形は、SHASE-S003（スリーブ形伸縮管継手）に規定するフランジ
形で管の伸縮に対して漏れがなく、作動確実なものとする。

　スリーブ形は、SHASE-S003（スリーブ形伸縮管継手JS型）に規定するフ
ランジ形で管の伸縮に対して漏れがなく、作動確実なものとする。 規格名称の修正

　なお、スリーブ形の面間寸法は、製造者の標準寸法とする。 　なお、スリーブ形の面間寸法は、製造者の標準寸法とする。

9.ボールタップ

取扱いの修正

Ⅱ　機械設備工事編

　12　配管・弁類

　SHASE-S106（減圧弁RP型、RD型）又はJISB8410（水道用減圧弁）に準ず
るもので、弁箱及び要部は、青銅製又はステンレス鋼製とする。

　SHASE-S106（減圧弁）又はJISB8410（水道用減圧弁）に準ずるもので、弁
箱及び要部は、青銅製又はステンレス鋼製とする。

　機器の付属品を除くボールタップは、要部を青銅製、ボールは、原則と
して、銅板ろう付け加工又はステンレス製とし、閉鎖時に水撃作用のおそ
れが少なく作動確実なもので、呼び径50以下はねじ込み形、呼び径65以上
はフランジ形、呼び径20以下は単式又は複式とし、呼び径25以上は複式と
する。ただし、呼び径20以下で、耐熱性を必要としない所に使用するもの
は、ボールを樹脂製等の耐食性のあるものとしてもよい。

　機器の付属品を除くボールタップは、要部を青銅製、ボールは、原則とし
て、銅板ろう付け加工又はステンレス製とし、閉鎖時に水撃作用のおそれが
少なく作動確実なもので、呼び径50以下はねじ込み形、呼び径65以上はフラ
ンジ形、呼び径20以下は単式又は複式とし、呼び径25以上は複式とする。た
だし、呼び径20以下で、耐熱性を必要としない所に使用するものは、ボール
を樹脂製等の耐食性のあるものとしてもよい。

　なお、給水装置に該当する場合は、水道事業者の承認したものとする。 　なお、給水装置に該当する場合は、第三者認証機関の認証したものとす
る。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

12.4　配管布設

12.4.2　主配管布設 4.　主配管の布設は、「水道管工事標準仕様書」による。 4.　主配管の布設は、管工事仕様書による。 省略規定の反映

12.5　弁類

12.5.2　主配管用弁類

2.　送水、配水及び場内給水のための配管に用いる弁類は、原則として、
「水道管工事標準仕様書」に規定されているものとする。ただし、減圧弁、
流量調節弁等の特殊な弁類はこの限りではない。

2. 送水、配水及び場内給水のための配管に用いる弁類は、原則として、管
工事仕様書に規定されているものとする。ただし、減圧弁、流量調節弁等
の特殊な弁類はこの限りではない。

省略規定の反映

3.　原水や浄水処理過程における水に用いる弁類等で、「水道管工事標準仕
様書」による規格と異なる材質の部品を使用する場合は、特記仕様書によ
る。

3. 原水や浄水処理過程における水に用いる弁類等で、管工事仕様書による
規格と異なる材質の部品を使用する場合は、特記仕様書による。

省略規定の反映

14.2　溶接品質管理 1.　省略 1.　省略

2.　溶接仕様書は、次の規格その他関連規格に基づいて作成する。 2.　溶接仕様書は、次の規格その他関連規格に基づいて作成する。

(1) JIS Z3400「溶接の品質要求事項 － 金属材料の融接」 (1) JIS Z3400「金属材料の融接に関する品質要求事項」 JIS規格名称変更を反映

(2) JIS Z3410「溶接管理 － 任務及び責任」 (2) JIS Z3410「溶接管理 － 任務及び責任」

(3) JIS Z3420「金属材料の溶接施工要領及びその承認 － 一般原則」 (3) JIS Z3420「金属材料の溶接施工要領及びその承認 － 一般原則」 

3.　省略 3.　省略

6.5　テレメータ設備 1.準拠規格 1.　準拠規格

JIS X5203「システム間の通信及び情報交換
　－ハイレベルデータリンク制御(HDLC)手順」

ISO 3309「ハイレベルデータリンク(HDLC)制御手順」 JIS規格廃止のため、記載修正

JEM 1318「遠方監視制御装置標準仕様書」 JEM 1318「遠方監視制御装置標準仕様書」

JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」

JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」 JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」

10.6　架空電線路 1.　引込ポール 1.　引込ポール

(1)　準拠規格：JIS規格 (1)　準拠規格：JIS規格

(2)　JESC8001‐2000内線規定｢引込小柱などの施設｣ (2)　JEAC8001‐2005内線規定｢引込小柱などの標準施工図例｣ 規格名称の錯誤修正

(3)　電気設備に関する技術基準を定める省令
　　（平成９年通商産業省令代52号）

(3)　電気設備に関する技術基準を定める省令
　　（平成９年通商産業省令第52号）

11.1　接地工事

JIS規格名称の追記

Ⅱ　機械設備工事編

　12　配管・弁類

1.　主配管に用いる主要な弁類の仕様は、管工事仕様書によるものとし、
選定は特記仕様書による。

1.　主配管に用いる主要な弁類の仕様は、「水道管工事標準仕様書」による
ものとし、選定は特記仕様書による。 省略規定の反映

　14　溶接

Ⅲ　電気設備工事編

　６　監視制御設備

　10　配線

　11　接地工事

13.　ディープアースを使用したボーリング接地は、接地極間相互の影響範
囲が広くなるので、監督員と協議の上、決定とする。ボーリング接地の材
料は、JIS G 3465（試すい用継目無鋼管）を使用する。接地抵抗低減材
は、ボーリング接地を除き原則使用してはならない。

13.　ディープアースを使用したボーリング接地は、接地極間相互の影響範
囲が広くなるので、監督員と協議の上、決定とする。ボーリング接地の材料
は、JIS G 3465を使用する。接地抵抗低減材は、ボーリング接地を除き原則
使用してはならない。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

1　目的 省略規定の反映

2.1　施工計画書作成要領 （1）  施工計画書の内容 （1） 施工計画書の内容

　機器製作計画書及び現場工事施工計画書を総称して施工計画書という。 　機器製作計画書及び現場工事施工計画書を総称して、施工計画書という。

　施工計画書は、工事の着工に先立ち、受注者が当該工事で実際に施工する
内容を具体的に記入するものであり、そのとおりに施工することを約束した
ものである。

　施工計画書は、工事の着工に先立ち、請負者が当該工事で実際に施工する
内容を具体的に記入する。また、請負者には施工計画書に記載された内容に
基づき現場の施工をすることが求められる。
　さらに下請け業者にも、その記載内容を周知しなければならない。

受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一
請負者の責務について追記

1)  工事概要 1) 工事概要

　工事名、工事場所（工場場所を含む）工期、請負代金、発注者、受注者、
工事内容、施設概要等を記載する。

工事名、工事場所（工場場所を含む）工期、請負代金、発注者、受注者、
工事内容、施設概要等を記載する。

2)  現場組織（機器等製作組織図） 1) 現場組織（機器等製作組織図）

　現場組織として必要な現場管理組織、安全衛生管理組識等を記載する。 施工管理担当者について追記

3)  実施工程表　（省略） 2) 実施工程表　（省略）

4)  安全管理 3) 安全管理

　安全・衛生委員会の設置、開催、安全巡視員、監視員、交通整理員の配
置、安全活動の方針、安全対策、安全日誌の記載、安全訓練計画等について
記載する。

　安全・衛生委員会の設置、開催、安全巡視員、監視員、交通誘導警備員の
配置、安全活動の方針、安全対策、安全日誌の記載、安全訓練計画等につい
て記載する。

交通整理員⇒交通誘導警備員　字句の修正

5)  仮設、搬入及び施工 4) 仮設、搬入及び施工

　具体的な仮設、搬入及び施工方法等について記載する。

6)  施工管理計画　（省略） 5) 施工管理計画　（省略）

7)  緊急時の体制及び対応　（省略） 6) 緊急時の体制及び対応　（省略）

8)  交通管理　（省略） 7) 交通管理　（省略）

9)  環境対策　（省略） 8) 環境対策　（省略）

10)  現場作業環境の整備　（省略） 9) 現場作業環境の整備　（省略）

11)  その他　（省略） 10) その他　（省略）

（2）  施工計画書作成の留意点 （2） 施工計画書作成の留意点

　1)  特記仕様書と工事仕様書等を対比し技術的に検討する。 　1) 特記仕様書と機電仕様書等を対比し技術的に検討する。 省略規定の反映

　特記仕様書は工事仕様書より優先するので、両仕様書を対比検討して
施工方法等を決定する。

　特記仕様書は機電仕様書より優先するので、両仕様書を対比検討して
具体的な施工方法・施工手順等を決定する。

字句の修正

　2) 以降省略 　2) 以降省略

2.2　機器製作計画書の作成 　本文省略 　本文省略

2.2.1　機器製作計画書作成要領 （1）  表紙、目次 （1） 表紙、目次

　表紙には工事件名、現場代理人・主任技術者・設計担当技術者の決済
欄、提出年月、受注会社名等を記載する。

　表紙には工事件名、現場代理人・主任技術者・設計担当技術者の決裁
欄、提出年月、請負会社名等を記載する。

字句の修正

　また、目次は、綴り込まれている項目名および頁を記載する。 　また、目次は、綴り込まれている項目名および頁を記載する。

（2）  工事概要 （2） 工事概要

　工事名、工事場所（工事場所を含む。）工期、請負代金、発注者、受
注者、工事内容、施工概要等を記載する。

工事名、工事場所（工事場所を含む。）工期、請負代金、発注者、請
負者、工事内容、施工概要等を記載する。

（3）  機器等製作体制表　（省略） （2）機器等製作体制表　（省略）

（4）  実施工程表　（省略） （3） 実施工程表　（省略）

（5）  機器製作図　（省略） （4） 機器製作図　（省略）

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　１　目的

　この工事必携は、豊田市上下水道局が発注する機械・電気設備工事の施工
において、契約図書に定められた施工計画書の作成例及び各種手続きについ
て記載する。

　この工事必携は、局が発注する機械・電気設備工事の施工において、契約
図書に定められた施工計画書の作成例及び各種手続きについて記載する。

　　２　施工計画書

　現場組織として必要な現場管理組織（施工管理担当者などを選任）、安全
衛生管理組識等を記載する。

　また、夜間・休日の連絡先、現場代理人及び局監督員のメールアドレスを
記載する。

　具体的な仮設、搬入及び施工方法等について記載する。施工方法について
は、工事の安全を考慮して具体的な施工手順等も記載する。

工事概要不要のため、記載削除

県の仕様書に準拠し、追記

施工方法についての記載を追記

工事概要不要のため、記載削除
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

2.2.1　機器製作計画書作成要領 （6）  設計監理　（省略） （5） 設計監理　（省略）

（7）  品質管理　（省略） （6） 品質管理　（省略）

2.2.2　機器製作計画書記載例 （1）  表紙、目次の記載例 （1）  表紙、目次の記載例

元号の修正

工事概要不要のため削除

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　２　施工計画書
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

2.2.2　機器製作計画書記載例 （2）  工事概要記載例 （2）  工事概要記載例

工事概要不要のため削除

工事概要不要のため削除

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　２　施工計画書
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

2.2.2　機器製作計画書記載例 （3）  機器等製作体制表記載例 （2）  機器等製作体制表記載例

番号繰上げ

（4）  実施工程表記載例 （3）  実施工程表記載例

　　工程表省略 　　工程表省略

【記入上の留意事項】 【記入上の留意事項】

・　省略 ・　省略

・　契約書添付の工程表との整合を図る。 ・契約書添付の工程表との整合を図る。 記載不要のため、削除

・　省略 ・　省略

・　省略 ・　省略

・　省略 ・　省略

（5）  機器製作図作成要領の記載例 （4） 機器製作図作成要領の記載例

1)  機器製作図作成要領 1) 機器製作図作成要領

(ｱ) 省略 (ｱ) 省略

(ｲ) 省略 (ｲ) 省略

(ｳ) 受注者がシステム設計を行い、各種計算書を付して監督員と協議する。 (ｳ)請負者がシステム設計を行い、各種計算書を付して監督員と協議する。 受注者⇒請負者　仕様書中、字句の統一

(ｴ) 以降省略 (ｴ) 以降省略

2.3　現場工事施工計画書の作成 現場工事施工計画書は、「水道管工事標準仕様書」に準拠して作成する。 現場工事施工計画書は、管工事仕様書に準拠して作成する。 省略規定の反映

2.3.1　現場工事施工計画書作成要領 また、以下の項目については管理記録の作成要領示す。 また、以下の項目については管理記録の作成要領示す。

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　２　施工計画書
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.1　電気事業法（産業保安監督部）関係

3.1.2　届出一覧表 (1)　工事計画届を必要とする場合 (1)　工事計画届を必要とする場合

様式番号の追記

様式番号の追記

様式番号の追記

様式番号の追記

条数の錯誤修正

(2)　工事計画届を必要としない場合 (2)　工事計画届を必要としない場合

様式番号の追記

様式番号の追記

　　３　各種手続き

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.1　電気事業法（産業保安監督部）関係

3.1.2　届出一覧表 (3)　計画の変更その他で届出の必要が生じたとき (3)　計画の変更その他で届出の必要が生じたとき

様式番号の追記

様式番号の追記

様式番号の追記

(4)　電気設備関係の報告 (4)　電気設備関係の報告

様式番号の追記

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　３　各種手続き
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.2　消防法（消防署）関係 基準の改正による修正

3.2.2　電気設備の届出一覧表

条数等の錯誤繻子性

様式について記載追加

3.2.4　危険物取扱の届出一覧表

条数等の錯誤修正

指定数量の明記

字句の修正

条数の錯誤修正

（1） 高圧又は特別高圧の変電設備（50kW以上）、発電設備（内燃機関
付）、蓄電池設備（4800Ahセル以上）、ネオン管灯設備（2kVA以上）を設置
するとき

（1）  変電設備（20kW以上）、発電設備（内燃機関付）、蓄電池設備
（4800Ahセル以上）、ネオン管灯設備（2kVA以上）を設置するとき

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　３　各種手続き
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.3　騒音規制法関係

3.3.1　届出一覧表

様式について記載追加

字句の修正

原動機の出力の錯誤修正

字句の修正

様式について記載追加

字句の修正

様式について記載追加

字句の修正

様式について記載追加

様式について記載追加

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　３　各種手続き

Ⅳ　参考
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.3　騒音規制法関係

3.3.1　届出一覧表

字句の修正

様式について記載追加

字句の修正

様式について記載追加

様式について記載追加

字句の修正

3.4　電気供給約款（電力会社）関係

3.4.1　届出一覧表 (1)　契約電力500kw未満の新設、増設 (1)　契約電力500kw未満の新設、増設

字句の修正

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　３　各種手続き
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.4　電気供給約款（電力会社）関係

3.4.1　届出一覧表 (2)　契約電力500kw以上の新設、増設（6kv受電の場合） (2)　契約電力500kw以上の新設、増設（6kv受電の場合）

字句の修正

(3)　特別高圧電力の新設、増設（10kv以上受電の場合） (3)　特別高圧電力の新設、増設（10kv以上受電の場合）

字句の修正

1.4　製作工場の品質管理 (1) 素材(機材)の品質管理 (1) 素材(機材)の品質管理

　機器を構成する素材は，工場受入れ試験を実施し，品質の管理を行う。 　機器を構成する素材は、工場受入れ試験を実施し、品質の管理を行う。

　機器を構成する素材の規格は，特に指定のない限り，日本工業規格
（JIS），電気学会電気規格調査標準規格（JEC），日本電気工業規格
(JEM)，電子情報技術産業協会（JEITA）等にの規格に適合したものを使
用し，検査，試験の方法は，JIS，JEC，JEM等に定められた方法によ
る。また，その他材料の取り扱いは，仕様書による。

　機器を構成する素材の規格は、特に指定のない限り、日本産業規格
（JIS）、電気学会電気規格調査標準規格（JEC）、日本電気工業規格
(JEM)、電子情報技術産業協会（JEITA）等の規格に適合したものを使用
し、検査、試験の方法は，JIS、JEC、JEM等に定められた方法による。
また、その他材料の取り扱いは本仕様書による。

規格名称変更のため、字句修正

省略規定の反映

(2)　省略 (2)　省略

　Ⅳ-2　出来形管理項目及び品質管理項目

　　１　共通事項

Ⅳ　参考

　Ⅳ-1　機械・電気設備工事必携

　　３　各種手続き
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

1.2　出来形管理の実施 本文中、 本文中、

(1)　省略 (1)　省略

(2)　出来形管理の実施 (2)　出来形管理の実施

　　1)省略 　　1)省略

　　3)　土木工事等の出来形管理は、土木工事管理基準等による。 　　3)　土木工事等の出来形管理は、土木工事管理基準等による。

1.5　施工現場における品質管理 本文中、 本文中、

(1)　省略 (1)　省略

(2)　省略 (2)　省略

(3)　省略 (3)　省略

(4) 段階確認の方法 (4) 段階確認・施工状況把握（以下、「段階確認等」という。）の方法 施工状況把握の追加

1) 段階確認願（工事打合せ簿）には，受注者の施工管理担当者があら
かじめ施工段階の測定を行い，実施年月日及び氏名を記入し，捺印した
段階確認（管理）記録を提出する。

1) 請負者は、段階確認等を行う際には、事前に施工計画書で承諾され
た段階確認報告書、又は施工状況把握報告書に立会希望日を記載し、監
督員に提出する。この際、施工管理担当者があらかじめ施工段階の測定
を行い、段階確認（管理）記録を添付する。

取扱いの修正

2) 受注者等の測定結果に基づき監督員が原則として立ち会い，内容を
確認する。

2) 監督員は、請負者等の測定結果に基づき、臨場又は机上により内容
を確認する。 取扱いの修正

3) 測定値がある場合は，段階確認（管理）記録に測定結果等を朱書き
する。

3) 監督員は、臨場により測定値を確認する場合は、段階確認（管理）
記録に測定結果等を朱書きする。 取扱いの修正

4) 監督員が立ち会いできない場合は，監督員が指示する方法より，書
類（机上）で段階確認を行う場合がある。また，デジタルカメラや電子
メール等の電子ツールを活用することによって，映像情報として明瞭に
確認できる場合は，立ち会いを伴わなくても段階確認とすることができ
る。

4) 監督員が机上により確認する場合は、請負者は監督員が指示する方
法により、確認に必要な書類を提示する。このとき、デジタルカメラや
電子メール等の電子ツールを活用することによって、映像情報として明
瞭に確認できる場合は、それらにより確認したとみなすものとする。

取扱いの修正

5) 監督員が立ち会った場合は，打合せ簿などに記録を残し，段階確認
（管理）記録に立ち会い年月日を記載する。

5) 監督員は、臨場又は机上により段階確認等を行ったときは、段階確
認報告書、又は施工状況把握報告書に確認の実施年月日を記載し、請負
者に返却する。

取扱いの修正

6) 段階確認の写真は，アルバム等に整理しておく。 6) 請負者は、段階確認等を臨場により実施した場合は、工事写真を撮
影し、工事写真に整理しておく。 取扱いの修正

7) 請負者は、工事完了時には段階確認報告書、又は施工状況把握報告
書を工事完成書類として提出する。監督員は提出された段階確認報告
書、又は施工状況把握報告書に署名・押印を行う。

取扱いの修正

(5)　省略 (5)　省略

3.1　機械設備

監督員の立会いについて追記

(中略） (中略）

Ⅳ　参考

　Ⅳ-2　出来形管理項目及び品質管理項目

　　１　共通事項

　　３　品質管理項目

　　2)　結果表に整理できない部分は設計図、又は監督員が承諾した施工図
　　　を使用して作成する。（実測値を朱書きとし、設計値との差を（　）
　　　書きで朱書きする。）

　　2)　結果表に整理できない部分は設計図、又は監督員が承諾した施工図
      を使用して作成する。（実測値を朱書きする。とし、設計値との差を
     （　）書きで朱書きする。）

　　4)　出来形図や出来形数量は、既済部分検査等の出来形を把握する必要
　　　のある場合に作成する。

　　4)　出来形図や出来形数量は、完成既済部分検査等において出来形を把
　　　握する必要のある項目について作成する。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.1　機械設備

省略規定の反映

3.2　電気設備

監督員の立会いについて追記

(中略） (中略）

特性検査-工場立会-製作中　2）電動機性能試験 特性検査-工場立会-製作中　2）電動機性能試験

　　(ア)～（ウ）省略 　　(ア)～（ウ）省略

JIS規格名称等の錯誤修正

　　３　品質管理項目

Ⅳ　参考

　Ⅳ-2　出来形管理項目及び品質管理項目
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3.2　電気設備 (中略） (中略）

特性検査-工場立会-製作中　4）発動発電機 特性検査-工場立会-製作中　4）発動発電機

　　(ア)～（オ）省略 　　(ア)～（オ）省略

JIS規格改正反映

(中略） (中略）

規格名称等の変更を反映

(以降省略） (以降省略）

Ⅳ　参考

　Ⅳ-2　出来形管理項目及び品質管理項目

　　３　品質管理項目
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

1.1　目的

省略規定の反映

1.2　使用上の留意事項

（2）  管理シートは、本書及び工事仕様書を基に、標準的な施工フローで
作成している。

（2） 管理シートは、本書及び工事仕様書等を基に、標準的な施工フローで
作成している。

字句の修正

（3）  工事内容に合致した該当点検表を選択する。 （3） 工事内容に合致した該当点検表を選択する。

（4）  該当点検表が無い場合は、別途点検表を作成する。 （4） 該当点検表が無い場合は、別途点検表を作成する。

（5）  対象機器、施工フロー、管理項目等の欄で不足する場合、又は項目
がなじまない場合は、適宜追加又は削除（見え消し線）して使用する。

（5） 対象機器、施工フロー、管理項目等の欄で不足がある場合、又は項目
がなじまない場合は、適宜追加又は削除（見え消し線）して使用する。 字句の修正

（6）  施工場所が複数の場合は施工場所ごとに作成する。 （6） 施工場所が複数の場合は施工場所ごとに作成する。

（7）  施工場所ごとに作成した該当管理シート及び別途管理シートは、通
し番号を「施工No.」欄に記入する。

（7） 施工場所ごとに作成した該当管理シート及び別途管理シートは、通し
番号を「施工No.」欄に記入する。

（8）  施工フロー欄の1.現地事前調査及び2.施工図作成項目に該当する各
管理項目は、代表的な点検表のみ管理日を記入し、その他の関連点検表の管
理項目は「レ点」で省略できる。

（8） 施工フロー欄の1.現地事前調査及び2.施工図作成項目に該当する各管
理項目は、代表的な点検表のみ管理日を記入し、その他の関連点検表の管理
項目は「レ点」で省略できる。

（9）  管理項目の中で規定値の記載があるものについては、各々について
実際の規定値を記入しそれを施工の中で確認していくものである。

（9） 管理項目の中で規定値の記載があるものについては、各々について実
際の規定値を記入しそれを施工の中で確認していくものである。

（10）施工途中で、「管理項目」の追加が必要となった場合は、追記する。
（10） 施工途中で、「管理項目」の追加が必要となった場合は、追記す
る。

（11） 確認日欄は、確認した日付を記入する。 （11） 確認日欄は、確認した日付を記入する。

（12） また、備考欄及び再確認日欄は、確認日で手直し等があり再確認を
要する場合に再度確認した日付を記入することや必要に応じて補足説明等を
記入する。

（12） また、備考欄及び再確認日欄は、確認日で手直し等があり再確認を
要する場合に再度確認した日付を記入することや必要に応じて補足説明等を
記入する。

字句の修正

（13） なお、監督員の確認には、電話、FAX、電子メール、デジタル写真等
による確認を含む。

（13） なお、監督員の確認には、電話、FAX、電子メール、デジタル写真等
による確認を含む。

（14） 管理シートは、完成（一部完成）検査前に監督員の確認を受け、表
紙の確認欄に捺　印し完成（一部完成）検査時の提出書類とする。

（14） 管理シートは、完成（指定部分・既済部分）検査前に監督員の確認
を受け、表紙の確認欄に捺印し、完成（指定部分・既済部分）検査時の提出
書類とする。

字句の修正

（15） なお、一部完成がある場合は、別途作成する。 （15） なお、一部完成がある場合は、別途作成する。 記載の削除

Ⅳ　参考

　Ⅳ-3　設備工事施工管理シート

　　１　共通事項

　設備工事施工管理シート（以下「管理シート」という。）は、豊田市上下
水道局が発注する工事に適用し、工事の進捗に従い、当該工事に関連する管
理項目をその都度確認することにより、良好な施工管理を実施することを目
的としている。

　設備工事施工管理シート（以下「管理シート」という。）は、豊田市上下
水道局が発注する工事に適用し、工事の進捗に従い、当該工事に関連する管
理項目をその都度確認することにより、良好な施工管理を実施することを目
的としている。
（1）  点検表は、工事ごとに作成し、現場事務所等に保管するとともに、
施工の段階ごとに現場代理人若しくは主任（監理）技術者がその作業内容に
合せて確認日及び再確認日を記入する。なお、現場代理人は工事としての手
配や統括項目、主任（監理）技術者は技術的内容項目について確認日を記入
する。また、各点検表に確認者の氏名を記入する。

（1） 点検表は、工事ごとに作成し、現場事務所等に保管するとともに、施
工の段階ごとに現場代理人若しくは主任（監理）技術者がその作業内容に合
せて確認日及び再確認日を記入する。なお、現場代理人は工事としての手配
や統括項目、主任（監理）技術者は技術的内容項目について確認日を記入す
る。また、各点検表に確認者の氏名を記入する。
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

3-5　接地工事

版⇒板　誤字修正

「機械・電気設備工事標準仕様書」に記載のある項目の抜粋

JIS規格改正の反映

JIS規格改正の反映

JEM規格改正の反映

Ⅳ　参考

　Ⅳ-3　設備工事施工管理シート

　　３　電気設備工事施工管理シート

　Ⅳ-4　JIS規格及びJEM規格(抜粋）
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改訂の趣旨又は理由項目

機械・電気設備工事標準仕様書　新旧対照表

改訂前 改訂後

最新の基準と整合

Ⅳ　参考

　Ⅳ-5　記号表
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